
Ⅰ．補正予算　２件

 １．各会計別総括表 （金額単位　千円）

補正前の額 補正額     計　Ａ 前年同期 Ｂ 伸率A/B

市 営 地 方 競 馬 事 業 費 3,237,720 3,237,720 2,968,085

市 街 地 再 開 発 事 業 費 34,987 34,987 31,386

公共用地先行取得事業費 2,626,113 2,626,113 474,767

工 業 団 地 造 成 事 業 費 1,070,938 1,070,938 79,250

住 宅 団 地 建 設 事 業 費 200,335 200,335 211,345

駐 車 場 事 業 費 235,776 235,776 262,277

国 民 健 康 保 険 費 43,515,574 43,515,574 46,335,313

後 期 高 齢 者 医 療 費 6,264,652 6,264,652 6,090,396

50,479 50,479 41,281

介 護 保 険 費 40,005,835 40,005,835 39,078,549

ガ ス 事 業 9,253,987 9,253,987 10,356,917

水 道 事 業 13,282,085 13,282,085 13,315,932

発 電 事 業 2,036,815 2,036,815 1,307,536

工 業 用 水 道 事 業 73,393 73,393 71,687

病 院 事 業 6,321,270 151,200 6,472,470 6,534,301

中 央 卸 売 市 場 事 業 1,199,992 1,199,992 1,176,356

下 水 道 事 業 30,694,495 30,694,495 29,836,280

46,974 46,974 47,139

一般会計補正予算額には、特別需要予備費の減額組替え△92,728千円を含んでおり、これを

除いた実質の補正予算額は、一般会計48,804,428千円（全会計48,955,628千円）である。

（注）

合　　　　　　　　　　計 334,301,420 48,862,900 383,164,320 330,318,797 16.0%

95,572,649 1.7%
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小　　　　計 97,242,409 97,242,409

令和２年度(2020年度)臨時第１回市議会説明資料

区　　　　　　　　　分

一　　　般　　　会　　　計 174,150,000 48,711,700 222,861,700 172,100,000 29.5%



２．歳出補正予算の概要 （単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

（１） 感染症拡大防止対策 582,833

① 相談・検査体制の強化 85,400 新 感染症対策保健所体制強化費【市単独】 21,500千円

保健所の体制を強化するため保健師等を増員

正規職員 保健師３人

会計年度任用職員 保健師５人

感染症検体検査費 63,900千円

新型コロナウイルス感染症の検体検査費用を追加

② 医療・救急体制の強化 126,100 新 市立病院感染症対策強化費（特別会計）【市単独】

151,200千円

医療従事体制を強化するため看護師等を増員

正規職員 看護師４人

会計年度任用職員 看護師４人、放射線技師１人、

臨床工学技士１人

医療機器の追加配備

人工呼吸器、Ｘ線ＣＴ装置、透析装置 など

その他衛生資材の購入 など

感染症患者移送費 9,700千円

感染症患者を移送する際に必要な専用車両や防護服等を

追加配備

新 救急活動感染症防止対策費【市単独】 11,600千円

救急活動中の感染を防止するための資器材を配備



（単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

③ 保育所及び児童クラブ 173,400 市立保育所感染症防止対策費 5,700千円

等への支援 施設の衛生管理や園児等の健康管理に必要な物品を配備

施設の衛生管理や利用者の健康管理に必要な物品の購入を支援

私立保育所等感染症防止対策費 40,000千円

病児保育施設感染症防止対策費 3,000千円

児童クラブ感染症防止対策費 9,900千円

児童養護施設感染症防止対策費 2,500千円

対象物品 マスク、消毒液、空気清浄機など

補 助 率 10／10

限 度 額 500千円（令和元年度分との合計）

障害福祉施設感染症防止対策費 10,000千円

救護施設感染症防止対策費 1,000千円

障害福祉施設及び救護施設でのマスク、消毒液等の購入を

支援

新 私立保育所等通園自粛対応費 47,900千円

通園の自粛に伴い減収となる保育料を全額公費で負担

29,000千円

電話連絡やお便りの発行等により、通園自粛中の園児の

心のケアに取り組む施設を支援【市単独】 18,900千円

新 児童クラブ通所自粛対応費【市単独】 19,600千円

通所の自粛に伴い減収となる保護者負担分を

全額公費で負担

新 障害者自立支援緊急対策費 13,100千円

新 障害児通所支援事業所通所自粛対応費 7,300千円

通所の自粛に伴い、代替サービスを実施した

事業所の運営費及び保護者負担分を全額公費で負担

新 障害福祉通所事業所等サービス継続支援事業費

3,300千円

通所事業所等が実施する代替サービスの提供など、

事業継続のための取り組みを支援



（単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

新 医療的ケア児等衛生資材臨時給付事業費【市単独】

2,500千円

医療的ケアが必要な障害のある児童等の感染防止を

図るため、マスク等の衛生資材を臨時的に給付

新 障害者雇用緊急支援費 10,000千円

新 障害者在宅就労支援事業費 6,000千円

障害のある方の在宅就労を促進するため、

就労系障害福祉サービス事業所における

テレワークシステムの導入を支援

補 助 率 3／4

限 度 額 3,000千円

新 障害者就労支援施設衛生資材製造奨励事業費【市単独】

2,000千円

マスク等の衛生資材の製造に取り組む障害者就労

支援施設に対して奨励金を交付

交 付 額 100千円／施設

新 福祉喫茶継続支援事業費【市単独】 2,000千円

障害のある方の社会参加を確保するため、

福祉喫茶の運営継続を支援

新 通所介護事業者等サービス継続支援事業費 1,200千円

通所介護事業者等が実施する代替サービスの提供など、

事業継続のための取り組みを支援

新 公共交通機関感染症防止対策費【市単独】 9,500千円

公共交通事業者が実施する感染防止用設備の取得や

車両等の消毒作業を支援

補 助 率 1／2

限 度 額 設備 消毒機器 250千円／台 など

消毒 バ ス 25千円／台

タクシー 20千円／台 など



（単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

④ 子供の健康と保護者の 162,600 小中学校感染症防止対策費【市単独】 41,000千円

安心の確保 感染を予防するため、消毒液等を追加配備

小中学校臨時休業対応費【市単独】 35,400千円

臨時休業期間中の学習用プリント等を児童・生徒へ送付

学校給食臨時休止対応費 56,000千円

小中学校の臨時休業に伴い、発注済の食材費等を全額

公費で負担

私立保育所等代替職員臨時雇用支援事業費【市単独】

1,000千円

小中学校の臨時休業に伴い、保護者である保育士等が

休暇を取得した際の代替職員の賃金を助成

補助単価 日額8,240円／人

児童クラブ臨時開所対応費 4,000千円

午前中から開所したクラブの運営費及び保護者負担分を

全額公費で負担

放課後等デイサービス臨時開所対応費 7,200千円

午前中から開所した事業所の運営費及び保護者負担分を

全額公費で負担

改 事業所・地域団体等臨時預かり奨励事業費【市単独】

18,000千円

小中学校の臨時休業に伴い、子供の預かり場所を設けた

事業所等に対して奨励金を交付

対象団体 事業所

新 町会や婦人会等の地域団体、ＮＰＯなど

交 付 額 １万円／日



（単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

⑤ 行政サービス等の 35,333 新 感染症対策庁内体制強化費【市単独】 21,733千円

維持向上 感染症対策にかかる庁内の体制を強化するため、

会計年度任用職員10人を追加配置

新 遠隔会議システム導入費【市単独】 4,200千円

感染拡大防止を図るため、テレビ会議、Ｗｅｂ会議及び

電話会議の実施に必要なシステムを導入

新 テレワーク推進費【市単独】 2,200千円

テレワークを推進するため、専用機器を追加配備

新 金沢美術工芸大学感染症防止対策費交付金【市単独】

7,200千円

パソコンやスマホを活用した遠隔授業を実施するため、

Ｗｅｂ会議システムの導入に必要な経費を交付

授業開始日 令和２年５月11日

（２） 地域経済緊急対策 1,772,700

① 感染拡大防止に向けた 1,200,000 新 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金負担金

休業要請への対応 1,200,000千円

石川県の要請に基づき、感染拡大防止のため、

休業等を実施した中小企業者及び個人事業主に対して、

県市協調で協力金を支給

対 象 遊興施設、劇場、食事提供施設等

支 給 額 中小企業者 500千円

個人事業主 200千円

② 中小企業等の事業継続 430,700 新 飲食店テイクアウト応援事業費【市単独】 13,000千円

への支援 テイクアウトやデリバリーによる飲食店の販売活動を促進

ホームページの作成

テイクアウト商品の販売場所の設置 など



（単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

新 飲食業事業継続緊急支援給付金事業費【市単独】

300,000千円

飲食店の事業継続を支援するため、緊急支援給付金を支給

対 象 飲食店営業許可を有し、市内で営業する

中小企業者及び個人事業主のうち、

売上が前年同月比で30％以上50％未満

減少している者

限 度 額 300千円

※売上が前年同月比で50％以上減少している場合は、

国の持続化給付金の対象

新 観光地域づくり緊急支援給付金事業費【市単独】

45,000千円

観光事業者等の事業継続を支援するため、緊急支援給付金

を支給

対 象 金沢市観光協会に登録している

中小企業者及び個人事業主のうち、

売上が前年同月比で30％以上50％未満

減少している者

限 度 額 300千円

※売上が前年同月比で50％以上減少している場合は、

国の持続化給付金の対象

新 工芸振興緊急支援事業費【市単独】 55,000千円

工芸作家等の作品の発表や販売の機会を創出するため、

インターネットを活用したデジタル工芸展を開催

新 卸売市場安定供給緊急奨励事業費【市単独】 6,300千円

販路拡大や衛生管理など、農林水産物の安定供給に向けた

卸売業者等の取り組みに対して奨励金を交付

交 付 額 卸売業者 300千円／社

仲卸業者 150千円／社



（単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

新 緊急経済対策総合窓口開設費【市単独】 3,400千円

中小企業等からの相談や問い合わせに対応するため、

第一本庁舎内に総合相談窓口を開設

令和２年４月30日開設

新 緊急経済対策出張相談等実施事業費【市単独】 5,000千円

各種融資制度や助成制度等の周知と利用の促進を

図るため、出張相談やＷｅｂ相談を実施

新 緊急経済対策等広報費【市単独】 3,000千円

③ 雇用継続への支援 142,000 新 中小企業緊急雇用安定助成費【市単独】 126,000千円

収益の減少等により、雇用する労働者を一時的に休業

させた中小企業者に対して休業手当の一部を助成

対 象 国の雇用調整助成金等の支給決定を

受けた中小企業者

助成割合 解雇なし

国9／10の残り1／10を市独自に助成

（実質事業主負担なし）

解雇あり

国8／10の残り1／10を市独自に助成

限 度 額 1,000千円

対象期間 令和２年４月１日～６月30日

新 離職者等正規雇用緊急奨励事業費【市単独】 13,000千円

採用内定を取り消された学生や解雇された市民を正社員

として雇用した中小企業者に対して奨励金を交付

補 助 率 支払給与の1／2

限 度 額 150千円／月

対象期間 雇用した月から３か月



（単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

新 中小企業テレワーク導入支援事業費【市単独】 3,000千円

中小企業におけるテレワークの導入を促進するため、

機器の購入に必要な経費を助成

対 象 国の働き方改革推進支援助成金の

交付決定を受けた中小企業者

補 助 率 1／2

限 度 額 300千円

（３） 市民生活緊急対策 46,309,300 新 特別定額給付金事業費 45,550,000千円

給付金総額 45,150,000千円

給付事務費 400,000千円

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を

受ける家計を支援するため、特別定額給付金を支給

給 付 額 １人当たり10万円

対象者数 約451,500人

新 子育て世帯臨時特別給付金事業費 623,000千円

給付金総額 602,000千円

給付事務費 21,000千円

子育て世帯の生活を支援するため、児童手当受給

世帯に対して、臨時特別給付金を支給

給 付 額 児童１人当たり１万円

対象児童数 約60,200人

支給予定 ６月

新 ひとり親世帯臨時特別給付金事業費【市単独】 82,000千円

給付金総額 81,000千円

給付事務費 1,000千円

ひとり親世帯の生活を支援するため、児童扶養手当

受給世帯に対して、臨時特別給付金を支給

給 付 額 １世帯当たり３万円

対象世帯数 約2,700世帯

支給予定 ５月



（単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

改 住居確保給付金事業費 35,400千円

収入の減少により、家賃が払えず住居を失うおそれが

ある方への支援を拡充

対 象 者 離職や廃業後２年以内の65歳未満の者

→ 離職や廃業後２年以内の者又は

休業等により収入が減少し、離職や

廃業と同程度の状況にある者

給付月額 単身世帯 限度額33千円

複数世帯 限度額51千円

給付期間 最長９か月

感染症患者医療給付費 18,900千円

感染症患者の保険適用後の自己負担額を全額公費で負担

新 国の支援制度創設に伴い、国民健康保険及び後期高齢者医療に

おいて傷病手当金を支給

改 国の制度改正に伴い、不妊治療助成にかかる令和２年度中の

対象年齢の上限を引き上げ

治療開始時の妻の年齢

43歳未満 → 44歳未満

助成回数

通算６回 妻の年齢が40歳未満 → 41歳未満

通算３回 妻の年齢が40歳以上 → 41歳以上

（４） 文化振興緊急対策 140,000 新 芸術文化振興緊急奨励事業費【市単独】 130,000千円

インターネットを活用した実演の配信やホームページの

作成など、芸術文化事業の発信強化に向けた取り組みに

対して奨励金を交付

対 象 者 石川県芸術文化協会の加盟団体及び

構成団体

芸術文化活動を生業としている

実演家グループ

交付限度額

団 体 500千円／団体

グループ 100千円／グループ



（単位 千円）

事 業 名 予算額 内 容

新 芸妓文化継承緊急奨励事業費【市単独】 10,000千円

金沢芸妓の活動継続を支援するための奨励金を交付

交 付 額 240千円／人

（５） そ の 他 △405 新 医療従事協力支援費【市単独】 4,000千円

新型コロナウイルス感染症への対応に従事している

医師や看護師の関係団体の協力を支援

特別職職員費 △4,405千円

市長及び副市長の給料を減額

市 長 令和２年５月 80％減額

令和２年６月～令和３年３月 10％減額

副市長 令和２年５月～令和３年３月 10％減額

３．一般会計歳入補正予算の概要 （単位 千円）

国 県 支 出 金 48,669,700 特別定額給付金事業費補助 45,550,000

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

2,301,550

子育て世帯臨時特別給付金事業費補助 623,000 など

諸 収 入 42,000 学校臨時休業対策事業助成金



Ⅱ．予算以外の議案 ４件

（１）条 例 ……………… ４ 件

金沢市職員定数条例の一部改正

〔感染拡大防止に向けた執行体制の確保に伴う職員定数の整理〕

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正

〔市長及び副市長の給料の減額〕

金沢市国民健康保険条例の一部改正

〔傷病手当金の支給に関する規定の整備〕

金沢市後期高齢者医療に関する条例の一部改正

〔石川県後期高齢者医療広域連合が支給する傷病手当金に係る事務に関する規定の整備〕

Ⅲ．報 告 ４件

（１）専 決 処 分 ……………… ４ 件

金沢市税賦課徴収条例の一部改正について 令和２年３月31日専決

金沢市介護保険条例の一部改正について 令和２年３月31日専決

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 令和２年３月31日専決

損害賠償の額の決定について〔市所有自動車による交通事故など〕令和２年３月25日専決ほか



令和２年４月２２日 

                         （2020 年） 

 

                                福 祉 局 

                                教 育 委 員 会 

 

緊急事態宣言発令に伴う保育所等の対応について 

 

本市では、これまで、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、家庭保育が可能な

ご家庭を対象に保育所等の登園・利用の自粛を要請してきましたが、緊急事態宣言が

全国に発令され、石川県が特定警戒県に指定されたことを受け、新たな集団感染の発

生やさらなる感染拡大を防止するため、次のとおり、保育所等の受入れ対象家庭を限

定し、その他のご家庭には登園・利用の自粛を要請することとします。 

 

 １．対象施設 

   保育所、認定こども園 

   幼稚園（預かり保育を実施している園に限る。） 

放課後児童クラブ 

放課後等デイサービス、児童発達支援 

学校内の児童等の見守り 

 

２．受入れ対象家庭 

（１）保護者のいずれもが次の職種に該当し、共に仕事を休むことが困難な家庭 

      ・医療従事者 

      ・社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方 

       （家庭保育が可能なご家庭については、引き続き自粛をお願いする。） 

（２）ひとり親家庭などで保護者が仕事を休むことが困難な家庭 

      （他の親族等にも依頼できない場合） 

 

※ 個々の家庭の事情に対しては、丁寧に相談に応じ、柔軟な対応を行う。 

※ 中央小芳斎分校及び小将町中特学分校での見守りについては、これまで 

と同様の取扱いとする。 

 

 ３．期間 

   令和２年５月６日（水）まで（但し、学校内の見守りは５月１日（金）まで） 

 

４．保育料等 

   欠席日数に応じて、減額 

 


